
第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階②

居住費 380円 480円 880円 880円

食事代 300円 600円 1,000円 1,300円

1割負担 3,212円

2割負担 3,748円

3割負担 4,284円

1割負担 3,342円

2割負担 4,007円

3割負担 4,673円

1割負担 3,405円

2割負担 4,133円

3割負担 4,862円

1割負担 3,485円

2割負担 4,294円

3割負担 5,103円

1割負担 3,572円

2割負担 4,466円

3割負担 5,360円

1割負担 3,654円

2割負担 4,631円

3割負担 5,609円

1割負担 3,734円

2割負担 4,792円

3割負担 5,850円

非課税世帯の方で、ある一定の要件を満たせば居住費及び食費の負担限度額の認定を受けることができます。
認定には、各自治体への申請が必要になります。詳しくは施設職員又は、各自治体介護保険課窓口へお問い合わせください。

【参考】和歌山市介護保険課ホームページ→

併設型短期入所生活介護費Ⅰ（従来型個室）

サービス提供体制強化加算Ⅲ

看護体制加算Ⅰ

看護体制加算Ⅱ

1回につき6単位

1回につき4単位

1回につき8単位

（6円）

（4円）

（8円）

見守り機器やインカム等のICT機器を導入しているなど。

短期生活処遇改善加算Ⅱ　所定単位数の136/1000

送迎加算

生産性向上推進体制加算Ⅱ

療養食加算

（190円）

（11円）

（24円）

片道につき184単位

1月につき10単位

1回につき8単位

1,616円 2,416円

短期入所生活介護　親和園（ショートステイ）　サービス利用料金表

令和6年10月1日現在

介護度別
基本単位

※1の加算を
含む合計単位

介護報酬総額
介護サービス費

利用者負担
１割/１日分

介護サービス費

利用者負担
２割/１日分

介護サービス費

利用者負担
３割/１日分

1日あたりの合計利用料金（※2の処遇改善加算を含む）

要支援１

457単位 4,720円 472円 944円 2,652円

第４段階

1,231円

1,445円

561単位

１日 1,216円
451単位

要支援２

567単位 5,857円 586円

1,416円

1,758円 １日 1,346円

要介護１

621単位 6,414円 642円 1,283円

672単位

１日 1,409円 1,809円
603単位

要介護２

690単位 7,127円 713円 2,139円 １日 1,489円 1,889円

815単位

１日 1,576円 1,976円 2,776円
745単位

要介護４

833単位

2,365円

2,582円 １日 1,658円

要介護３

763単位

2,858円

7,881円 789円 1,577円

2,058円8,604円 861円 1,721円

2,766円

2,822円

2,893円

2,969円

3,041円

3,112円

1日3回を限度。栄養士により管理された栄養量及び内容の食事を提供した場合。

常勤看護職員を1名配置している。

介護職員に対し、賃金改善を行っている。

常勤換算で介護福祉士の有資格者が全体の50％以上配置しているなど。

1,864円 2,796円 １日 1,738円 2,138円

1,925円

1,746円 2,546円

1,426円

2,609円

1,172円

2,689円

その他の加算項目及び単位　　（）内の金額は1割負担の場合 算定要件等

利用者の自宅から当該事業所間を、当該職員が送迎した場合。

2,938円
884単位

※1　加算項目及び単位　（）内の金額は1割負担の場合

常勤看護職員を配置し、連携により24時間連絡できる体制を確保している。

算定要件等

要介護５

※2　加算項目及び単位 算定要件等

902単位 9,317円 932円


